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はじめに･･･ 

 

１ 自主的に行う活動であること 
２ 営利を目的としていない活動であること＊1 
３ 公益的(不特定多数の市民の利益の増進に寄与する)活動であること＊2 
４ 主に、中区・横浜市内の活動であること＊3 
５ 宗教活動、政治活動、選挙活動、公益を害するおそれのある活動でないこと 

 

 

 



第１部 なか区民活動センターの役割 
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月曜～金曜 9:00～20:45 
土曜・日曜 9:00～16:45 

利 用 時 間 

センタ ー全体図 



 



-

 

年 月 日 時 分 ～ 時 分

利用
団体名

利用
人数

　     　人

学習 交流 活動
打ち

合わせ
その他 印刷機 紙折り機 丁合機

□ごみはお持ち帰りください □机の上や床にごみは落ちていませんか

□忘れ物はありませんか □使用した機材・備品は、受付または元の状態にもどしましたか

※記入されなくても結構です（団体利用の場合は代表者氏名）

（ 様式 ５－２  ）

　　　　　　　　　　　　　　　

利用日時

利用者氏名※

*利用箇所に○印をしてください。ミーティングエリア利用の場合は目的に○を記入。

※次の方が気持よく使えるよう、ご協力ください。

ミーティングエリア 印刷室

コピー機
ｷｯｽﾞ

ｽﾍﾟｰｽ

*なか区民活動センターをご利用の際には必ずこの利用票をご記入ください。退出時に受付にご提出ください。

なか区民活動センター利用票



 



な か 区 民 活 動 セ ン タ ー 



 



 



 



第２部 なか区民活動センターへの団体登録 
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